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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内で使用するカテーテル（４４）を備える装置であって、
　前記カテーテル（４４）は送血口（１００）と脱血口（１５）とを有し、膜（４’）を
備え、
　前記膜（４’）の第１側がキャリア媒体を受容するためのルーメンを画定しており、　
前記膜（４’）は、作動中に前記送血口（１００）を介して前記カテーテル（４４）内に
流入する血液の少なくとも一部が、前記血液が前記脱血口（１５）を介して前記カテーテ
ル（４４）から流出する前に、前記膜（４’）の前記第１側に対向する前記膜の第２側に
接触するように前記カテーテル（４４）内に配され、
　前記膜（４’）によって少なくとも１つの交換対象物質が、作動中に前記ルーメンに受
容されるキャリア媒体と前記血液との間で交換可能であり、
　前記カテーテル（４４）は、トルクを生成するための駆動部（８５’）とトルクを伝達
するために前記駆動部（８５’）に接続されたポンプロータ（７８）とを備えた搬送装置
（６５）を備え、
　前記搬送装置（６５）は、前記送血口（１００）と前記脱血口（１５）間の作動中の圧
力差を少なくとも部分的に相殺するよう構成されており、
　前記膜（４’）が、液体に適した膜であり、
　前記キャリア媒体が、前記交換対象物質が溶解可能なキャリア液であり、
　前記ポンプロータ（７８）が磁気カップリング（７９）を介して前記駆動部（８５’）
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に接続され、
　前記磁気カップリング（７９）が、回転軸に沿って前記トルクを伝達するために２つの
カップリング部（８８、１０１）を備え、前記カップリング部（８８，１０１）は互いに
回転可能でありそれぞれが永久磁石（１０３、１０２）を含み、
　前記カップリング部のうちの１つ（８８）が、前記カップリング部（８８）の前記永久
磁石（１０３）に回転不能に接続された少なくとも部分的に強磁性体のガイド部材（１０
４）を備え、
　前記ガイド部材（１０４）の一部分が前記他方のカップリング部（１０１）の前記永久
磁石（１０２）の径方向外側に配置され、
　前記ガイド部材（１０４）は、前記ガイド部材を少なくとも２つの強磁性体部分に分割
する少なくとも１つの反磁性分離部を備えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記駆動部（８５’）が電気モータ（６８）を備えることを特徴とする、請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　前記駆動部（８５’）が、作動中に前記キャリア媒体が周囲を流れるタービン部材（８
５）を備えることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　キャリア液として、特定のタンパク質またはグルコース誘導体を混入させたパーフルオ
ロカーボンまたはアルブミン溶液および／または電解質溶液を、または、イオン交換体、
活性炭またはその他吸着体により別途処理済みの市販の透析液をともに用いるように設計
されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記カテーテル（４４）が前記キャリア液の入口（５４）および出口（５５）を有し、
これらが体外交換装置に接続されて前記交換装置とともに循環システム（１１５）を形成
し、
　前記循環システム（１１５）が前記キャリア液を搬送するためのポンプ（１１６）を有
することを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置と、前記カテーテルと前記交換装置との間のキャリア液輸送用に
前記カテーテルおよび前記交換装置に接続される少なくとも１本のチューブと、を備える
キット。
【請求項７】
　前記交換装置が、携帯可能な交換装置であることを特徴とする、請求項６に記載のキッ
ト。
【請求項８】
　前記交換装置が、携行手段により携帯可能な交換装置であることを特徴とする、請求項
７に記載のキット。
【請求項９】
　診断目的で静脈血から少なくとも１つの物質を除去するための請求項１～５のいずれか
一項に記載の装置または請求項６～８のいずれか一項に記載のキットであり、除去すべき
物質が、前記装置の前記カテーテル（４４）の前記膜（４’）を通じて交換されるべき前
記交換対象物質である、装置またはキット。
【請求項１０】
　前記除去すべき物質が疾患指標である、請求項９に記載の装置またはキット。
【請求項１１】
　前記疾患指標は、病原体、抗体、人体に毒性を有する物質、或いは、その他方法で人体
から排泄不可能な物質である請求項１０に記載の装置またはキット。
【請求項１２】
　前記疾患指標は、質または量が疾病の経過と相関する内因性物質である請求項１０に記
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載の装置またはキット。
【請求項１３】
　前記内因性物質は、疾病に特有のタンパク質である請求項１２に記載の装置またはキッ
ト。
【請求項１４】
　前記疾患指標は、疾病の経過により生成される物質である請求項１０に記載の装置また
はキット。
【請求項１５】
　人または動物の体の血液内外間で少なくとも１つの物質を代替または交換するための請
求項１～５のいずれか一項に記載の装置または請求項６～８のいずれか一項に記載のキッ
ト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液内外間の物質の交換または代替装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は概して、人または動物の体の検査または治療分野に適用される。これについて
詳しくは、体内の血液から体外へ、または体外から体内の血中への、所定物質の輸送を可
能とするものである。前記の一般的な適用分野には特に、血中の所定物質による証拠や、
血中の所定物質の計測量に基づく診断方法が含まれる。さらに、本発明の適用分野には、
体内の器官、特に、肺、腎臓または肝臓の働きを補助または代替する機能も含まれる。最
後に、本発明はまた非内因性物質、特に、薬物や薬剤の投与に用いることもできる。特に
期待できる適用分野としては、肺機能または腎機能の長期にわたる補助（ＣＲＲＴ：持続
的腎代替療法）が挙げられる。
【０００３】
　また上記適用分野に属するものとして、たとえば、体外血液浄化法（ＥＣＢＰ）がある
。これは内因性および外因性の毒物または溶解物質を血液から除去するもので、血液透析
、血液濾過、または血液透析濾過など様々な療法がある。主に、患者から血液を取り出し
、外部フィルタユニットで物質を取り除き（浄化）、浄化済み血液を静脈アクセスにより
送り返すものである。
【０００４】
　英国特許第２００４０９２Ａ号明細書は、血管内膜型カテーテルにより血液中のグルコ
ース含有量を計測する装置を示している。これによれば、計測液が、回路内で、カテーテ
ル外側を形成する膜を通され、体外に移送されて、まず液体に酸素が添加される。次いで
計測液を酵素反応器に供給し、反応器出口における酸素分圧から血液中のグルコース濃度
を求める。この設計では、膜面積がカテーテル寸法により制限されるため、膜と接触して
計測液との交換に関与する血液が比較的少量に限られる。
【０００５】
　国際公開第２００８／０４６６３０Ａ１号パンフレットには、マイクロダイアリシス（
微小透析）による血中物質濃度の継続的監視装置が示されている。本装置では、血液に囲
まれ灌流液が通過する筒状膜を用いることができる。このような筒状膜には当然、送血口
または脱血口は存在しない。筒状膜に代わるものとして記載されている平面膜では、両面
にそれぞれ蛇行して設けられた通路を介して、明らかに体外において、血液およびキャリ
ア媒体がポンプで送られる。
【０００６】
　本発明の分野においてはさらに、ＥＣＭＯ（体外式膜型人工肺）システムやＥＣＣＯ２
Ｒ（体外ＣＯ２除去法）システムにより患者の肺機能を補助することが知られている。こ
のようなシステムは通常カニューレ、インペラポンプ、チューブシステム、膜型人工肺、
安全システム、熱交換器を含み、信頼性が高く取り扱いが容易である。ただし、広く流通
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させ頻繁に利用するにはいくつかの制約がある。まず非常に高価で大型であり患者を固定
する、つまり、患者の動きによってカニューレがずれる危険があることから、治療中は患
者を（鎮静剤により）静止させる必要がある。また、一般に用いられているシステムでは
、１または複数のカテーテルを介して体外に脱血し、血液に酸素を添加しＣＯ２を除去し
た後に体内に送り返すことが必要である。
【０００７】
　したがって、ＥＣＣＯ２Ｒに小型で可動式のものがあれば、期待される利点はそのまま
で、急性および慢性の高二酸化炭素症（高炭酸症）患者の多くがその恩恵を受けることが
できる。これにより早い時点で患者を動かしてもよくなり、鎮静剤を長期または追加で投
与する必要もなく、病気の早い段階から前記治療を利用することもできるようになる。詳
細には、患者の大多数は呼吸運動増大の結果である呼吸疲労および高炭酸症のせいで換気
を必要とするので、機械的換気を完全に回避することも想定できる。
【０００８】
　すでに市販の血管内膜型人工肺はこれまでに臨床試験が行われ患者への使用が認められ
ている。前記技術の目的は第一に、血管内膜型人工肺により血中酸素欠乏を改善する、ま
たは充分な酸素供給を保証することである。前記目的の達成のためには、血液－ガス相間
の接触面積が大きく、かつ血管系内のカテーテル中にガスを供給する必要があるが、これ
はガス塞栓症のリスクをかなり高める可能性がある。必要最小面積が大きいという問題は
、中空糸の非折り畳み式網材を使用しこれを体外にて高速ガス流でフラッシングすること
で解決されている。前記技術には、酸素（Ｏ２）輸送率が低い、繊維システムは通過する
液体に乱流が起きることから血栓形成性が高い、中空糸はちぎれやすい、カテーテルに必
須のサイズにはどうしても負傷のリスクが伴う、など複数の制約がある。このことから、
前記技術は病院で受け入れることはできなかった。
【０００９】
　血管内膜型人工肺は、様々な異なる設計が特許文献から知られている。たとえば国際公
開第２００４／０１６３００Ａ２号パンフレットは、血中に酸素を送るカテーテル型の静
脈内留置型人工肺を開示している。前記人工肺は繊維束からなり、各繊維が第１接続部お
よび第２接続部によりそれぞれガス供給部およびガス排出部に接続されている。繊維束は
作動中に繊維の第１接続部が繊維の第２接続部に対して回転することにより、人工肺の長
手軸回りに捻られる。したがって繊維は連続的なガス導管として繊維束の全長にわたって
延びている。人工肺の作動中、供給される酸素は第１接続部を通って繊維内に流入し、繊
維表面で血液との拡散的なガス交換が行われる。これにより血中酸素の濃縮とＣＯ２除去
が同時に行われる。そのため、第２接続部では繊維内に酸素と二酸化炭素の混合ガスが存
在し、同混合ガスは、チューブ内の排出室を通り、チューブを介して患者の体外へ流出す
る。人工肺中に流入する血液は、捻転した繊維束を通ってポンプに達し、静脈流方向に輸
送されて、人工肺の出口から流出する。このため血圧の降下分はポンプによって補われ、
出口での圧力は再び生理的血圧となる。二酸化炭素を効率良く酸素に交換するためには中
空糸の膜面積を非常に大きくする必要があるが、カテーテル内ではこれを実現することが
できず、また、ガス塞栓症のリスクもさらに高まる。
【００１０】
　米国特許出願公開第２０１０／０２５８１１６Ａ１号明細書は、別の二酸化炭素除去方
法、特に、血液酸素化装置に関する。しかし、同文献には、交換装置に関しての詳しい記
述が見当たらず、体外交換装置と血管内カテーテル双方について述べられている。カテー
テルの構造は詳しく記載されていない。特に、送血口と脱血口を有するカテーテルは一切
示されていない。さらに、カテーテルについては、交換媒体としてのガスの供給が言及さ
れているに過ぎない。
【００１１】
　米国特許第４，６３１，０５３Ａ号明細書は血管内膜型人工肺を開示している。交換媒
体としては、標準的条件下で気体である酸素の使用しか開示されていない。酸素供給ライ
ンがあるのみで、なんらかのキャリア媒体の還流は示されていないため、キャリア媒体は
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使用しないものと思われる。
【００１２】
　英国特許第２５０５０６８Ａ号明細書は、心機能補助用の、軸を介してカテーテルポン
プに接続された体外駆動部を示している。開示された駆動ユニットはその大きさからして
明らかに血管内カテーテルの一部としての使用には適していない。
【００１３】
　米国特許出願公開第２０１３／０５３６２３Ａ１号明細書に示されるポンプは心機能補
助に用いられるもので、本願装置の適用分野とはまったく異なるものである。当然ながら
、示されているポンプは、本発明の装置の趣旨、すなわち物質交換の意味での膜は有して
いない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】英国特許第２００４０９２Ａ号明細書
【特許文献２】国際公開第２００８／０４６６３０Ａ１号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２００４／０１６３００Ａ２号パンフレット
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１０／０２５８１１６Ａ１号明細書
【特許文献５】米国特許第４，６３１，０５３Ａ号明細書
【特許文献６】英国特許第２５０５０６８Ａ号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２０１３／０５３６２３Ａ１号明細書
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】Ｄｅｌｐｈｉｎｅ　Ｍｏｉｎａｒｄ‐Ｃｈｅｃｏｔ、Ｙｖｅｓ　Ｃｈｅ
ｖａｌｉｅｒ、Ｓｔｅｐｈａｎｉｅ　Ｂｒｉａｎｃｏｎ他、「エマルション拡散法による
ナノカプセル形成のメカニズム」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　ａｎｄ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ３１７（２００８）４５８‐４６８；Ｃｈｒｉｓｔｉ
ａｎ　Ｅｒｄｍａｎｎ、Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｍａｙｅｒ、「ポリ（アルキルシアノアク
リレート）ナノカプセルの浸透特性」、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　ａｎｄ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ４７８（２０１６）３９４‐４０１）
【非特許文献２】Ａ．Ｓ．Ｕｔａｄａ、Ｅ．Ｌｏｒｅｎｃｅａｕ、Ｄ．Ｒ．Ｌｉｎｋ、Ｐ
．Ｄ．Ｋａｐｌａｎ、Ｈ．Ａ．Ｓｔｏｎｅ、Ｄ．Ａ．Ｗｅｉｔｚ、「マイクロキャピラリ
装置から生成される単分散ダブルエマルション」、ＳＣＩＥＮＣＥ　ＶＯＬ　３０８　２
２　ＡＰＲＩＬ　２００５；Ｊｏｈｎ　Ｊ．Ｖｅｒｉｃｅｌｌａ、Ｓａｒａｈ　Ｅ．Ｂａ
ｋｅｒ＊、　Ｊｏｓｈｕａｈ　Ｋ．Ｓｔｏｌａｒｏｆｆ他、「二酸化炭素捕捉のためのカ
プセル化した液体吸着剤」、ｎａｔｕｒｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、２０１５、
ＤＯＩ：１０．１０３８／ｎｃｏｍｍｓ７１２４
【発明の概要】
【００１６】
　上述の従来装置および方法の欠点に基づき、本発明は、物質を効率的に血液外に、また
は血液内に輸送することができる装置または方法を提供することを目的とする。さらに、
前記装置は、低侵襲手術の基準を満たすものであり、患者およびその血液循環に及ぼす影
響は最小限である。特に、体外回路または循環における欠点や、血液の不要な面接触を抑
制する。さらに、血液からの毒性物質の除去について、現在使用されている方法より改善
される。たとえば、本発明のシステムによれば、ガス塞栓症のリスクが減り、同時に、交
換装置の性能、特に、膜の交換率と、この交換率を達成するために必要なカテーテルサイ
ズとの比率が、改善される。
【００１７】
　したがって、本発明は、血管内で使用するカテーテルを備える装置に関し、前記カテー
テルは送血口と脱血口とを有し、膜を備え、前記膜の第１側はキャリア媒体に接触してお
り、前記膜は、作動中に前記送血口を介して前記カテーテル内に流入する血液の少なくと
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も一部が、前記血液が前記脱血口を介して前記カテーテルから流出する前に、前記膜の前
記第１側に対向する前記膜の第２側に接触するように前記カテーテル内に配され、前記膜
によって少なくとも１つの交換対象物質が前記キャリア媒体と前記血液との間で交換可能
である。特に、各装置において前記カテーテルは、前記送血口および前記脱血口との間の
圧力差を少なくとも部分的に相殺するよう構成された搬送装置を備えることができる。
【００１８】
　本発明はまた、血管内で使用するカテーテルを備える装置に関し、前記カテーテルは送
血口と脱血口とを有し、膜を備え、前記膜の第１側がキャリア媒体を受容するためのルー
メンを画定しており、前記膜は、作動中に前記送血口を介して前記カテーテル内に流入す
る血液の少なくとも一部が、前記血液が前記脱血口を介して前記カテーテルから流出する
前に、前記膜の前記第１側に対向する前記膜の第２側に接触するように前記カテーテル内
に配され、前記膜によって、作動中に少なくとも１つの交換対象物質が前記ルーメンに受
容される前記キャリア媒体と前記血液との間で交換可能であり、前記カテーテルは、前記
送血口と前記脱血口間の作動中の圧力差を少なくとも部分的に相殺するよう構成された搬
送装置を備える。
【００１９】
　さらに、本発明は、上述の装置のいずれか１つを用いて診断目的で静脈血から少なくと
も１つの物質を除去する方法に関し、前記除去すべき物質が、前記装置の前記カテーテル
の前記膜を通じて交換されるべき前記交換対象物質である。
【００２０】
　さらに、本発明は、上述の装置のいずれか１つを用いて、血液内外間で少なくとも１つ
の物質を代替または交換することによる人または動物の体の治療方法に関する。
【００２１】
　これに応じ、本発明によれば、前記キャリア媒体が、前記交換対象物質が溶解可能なキ
ャリア液である。すなわち前記キャリア媒体は、作動中に（標準的条件で）物質の液相状
態にある。キャリア媒体として液体を使用することで、物質の除去や供給の制御や効率が
実質的に向上し、これによりたとえばガス塞栓症のリスクが大きく抑えられる。さらに、
血栓症発症のリスクはごく僅かである。患者から脱血しないため、それに伴う出血性合併
症に対する体系的な血液凝固阻止の必要性が無くなる。その他、適切なキャリア液を用い
循環速度を高めることにより、交換対象物質の、膜、すなわち液体に適した膜（略して「
液膜」）を介した交換度を概して高めることができ、これにより、必要とされる膜面積が
減少するので、カテーテル内の圧力差低減につながる。カテーテルが搬送装置を備える場
合、圧力差低減に対応して必要な搬送装置の搬送率も相応に低くなり、これにより、搬送
装置の寸法を概して小さくすることができ、カテーテル全体の寸法も小さくすることがで
きる。カテーテルが搬送装置を備えない場合は、圧力差の低減により、カテーテルの断面
積を小さくすることができる。本発明に係るシステムの全体寸法を縮小できることから利
用が簡易化され、その結果、合併症のリスクが低減する。すでに市販されている部品を使
用することで、システム全体を携帯可能とし、体外回路を、操作盤を含めて、または操作
盤において、袋に収容することも可能な寸法にすることができる。
【００２２】
　キャリア媒体としてキャリア液を用いることから、本装置の膜は液体に適した膜、すな
わち、２種の液体間で物質交換するよう構成、設計されるものである。このような膜で、
たとえ液体と気体間で物質交換がある程度可能だとしても、膜全体の構成、また、与えら
れる接触面積および／または機械的安定性から、前記膜はガス状キャリア媒体とともに用
いるための設計ではない。
【００２３】
　特に小型で有利な構成においては、搬送装置が、トルク生成用の駆動部と、トルク伝達
用に駆動部に接続されたポンプロータまたはインペラとを備える。この場合、トルクは、
カテーテルの長手方向軸にほぼ平行に配される軸に沿って伝達されるのが好ましい。ここ
で、ポンプロータは軸流ポンプのインペラに相当する。
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【００２４】
　搬送装置が電気モータを備える場合は、搬送装置、特にロータの回転速度を、簡単に制
御することができる。この場合、搬送装置の信頼性は実質的に電気モータの信頼性により
限定される。
【００２５】
　または、搬送装置が、作動中にキャリア媒体が周囲を流れるタービン部材を備えてもよ
い。このような搬送装置では、キャリア媒体流のエネルギーの一部が、送給される血液に
移行する。最も簡易で信頼性の高いケースでは、タービン部材がポンプロータに直接連結
され、作動中に２つの部材が同じ回転速度で作動する。この場合、それぞれのブレードの
表面、形、配置などの形状により駆動関係を規定することができる。この種の駆動にはま
た、個別の電源、特に体外の駆動部からの電気接続を必要としないという利点もある。こ
れにより、装置の信頼性のみならず運転安全性も改善される。
【００２６】
　駆動部に関して、前記ポンプロータが磁気カップリングを介して前記駆動部に接続され
、前記磁気カップリングが、回転軸に沿って前記トルクを伝達するために２つのカップリ
ング部を備え、前記カップリング部は互いに回転可能でありそれぞれが永久磁石を含むと
好ましい。磁気カップリングとしては、たとえば、同軸リングカップリングやディスクカ
ップリングを用いることができる。たとえば連続した軸形状の連続的な機械接続部に比べ
、磁気カップリングは、伝達トルクに上限があるという利点を有する。これにより、特に
不具合が生じた場合、想定外の状態を避けることができる。たとえば１つの部材が止まっ
ても、それぞれ連結された別の部材は、限定的ではあってもまだ動くことができる。たと
えばポンプロータの駆動不能または停止の際、磁気カップリングにより伝達可能な最大ト
ルクを越えたあとはポンプロータはほぼ自在に回転することができる。これにより、ポン
プロータが停止してしまう場合に比べ、血流が受ける流路抵抗が小さくなり、血液凝固（
外表面または異種表面で活性化）による血栓症の合併症リスクが低減する。また、トルク
が制限されることで、ポンプ損傷を防止することもできる。
【００２７】
　さらに、このように形成されるポンプのインペラまたはロータを、好ましくは吊り下げ
るように支持することもできる。たとえばＢｅｒｌｉｎ　Ｈｅａｒｔ社製の心臓補助シス
テムＩＮＣＯＲによる軸受を設けることができる。
【００２８】
　所望のトルクを特にコンパクトな磁気カップリングで伝達できるようにするためには、
カップリング部のうちの１つが、カップリング部の永久磁石に回転不能に接続された少な
くとも部分的に強磁性体のガイド部材を備え、ガイド部材の一部分が他方のカップリング
部の永久磁石の径方向外側に配置されると好ましいことが立証されている。これはすなわ
ち、磁気カップリングが互いに対して回転可能な２つのカップリング部を備え、駆動側カ
ップリング部は駆動側永久磁石を備え、出力側カップリング部は、前記駆動側永久磁石に
対し回転軸沿いに間隔を空けて対向する出力側永久磁石を備えており、前記カップリング
部のうちの１つが、カップリング部の永久磁石に回転不能に接続された少なくとも部分的
に強磁性体のガイド部材を備え、ガイド部材の一部分が、対向する永久磁石の径方向外側
に配置されているということである。従来の同軸リングカップリングに比べ、前記設計は
、製造がより簡単で経済的であり、トルクの一部がカップリング部の前面を介して伝達さ
れるため全体として必要とされるカップリング表面が少ないという利点を有する。従来の
ディスクカップリングに比べ、前記設計は、所定トルクの伝達に必要な径方向寸法が小さ
くて済むという利点を有する。ガイド部材は、同軸リングカップリングの外側カップリン
グ部と同様に、カップ形状または中空円筒形状とすることができ、他方のカップリング部
を周方向に囲み、好ましくは両方の永久磁石の径方向外側に延びるとよい。この場合、ガ
イド部材はたとえば薄肉中空シリンダとして形成すれば、同じ寸法に対してディスクカッ
プリングの磁化体積を最大限保つことができ、同時に、ガイド部材とこれに間隔を空けて
対向する永久磁石との間で、同軸リングカップリングのものと同等のトルクを伝達するこ
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とができる。永久磁石の磁化方向は回転軸に対し直角であるのが好ましく、つまり、磁石
の極はＳ極からＮ極へ周方向に延び、少なくとも２極設計では、回転軸に対して直径方向
に対向する。ガイド部材によって、永久磁石から放射状に延びる磁力線はまとめられ、ガ
イド部材の強磁性体材料により、カップリング部間の磁力はさらに高められる。トルクを
伝達する磁力は、強磁性体材料内で磁力線を圧縮することで高まる。同軸リングカップリ
ングに比して、同じカップリング寸法に対し永久磁石体積が大きいため、軸方向寸法が小
さくなり、カップリング部の軸受にかかる径方向の横向きの力が低減するという利点が得
られる。
【００２９】
　磁気カップリングの永久磁石はそれぞれ２極、４極、６極永久磁石とすることができる
。好ましくはそれぞれ半円筒形磁極を有する２極設計である。ガイド部材は、磁気短絡を
防ぐため、ガイド部材を少なくとも２つの強磁性体部分に分割する少なくとも１つの反磁
性分離部を備えることができる。径方向外側に配されるのに加え、ガイド部材は、回転不
能に接続された永久磁石の、対向する永久磁石から離反する側である後側にわたって延び
ていてもよい。これに代えてまたはこれに加え、ガイド部材は、横方向のウェブが回転軸
に対し直角に配され、カップ形状の凹部が両側に形成され、永久磁石がこれら凹部の１つ
に収容され回転不能に接続された、ほぼＨ形状の縦断面を有することができる。すなわち
、ガイド部材は、中空円筒ジャケットを備え、好ましくは、ジャケットのほぼ１／２の高
さに配される中間基部を有するよう設計することができる。
【００３０】
　ガイド部材に回転不能に接続された永久磁石の、対向する永久磁石から離反する側であ
る後側に、反磁性遮蔽部材が配されていると、磁気カップリングのガイド部材内の磁力線
を特に高く集中させることができる。これにより、磁力線がカップリング部外側に延びる
のを防ぐことができ、それによる損失を低減することができる。
【００３１】
　さらに、磁気カップリング内に、ガイド部材に回転不能に接続された永久磁石の、対向
する永久磁石に向き合う側である前側の、特に回転軸周りの領域に、反磁性遮蔽部材がガ
イド部材の好ましくは周方向または径方向外側に接するよう配されていると好ましいこと
が立証されている。このような遮蔽部により磁界を回転軸から径方向に遠く離れた領域に
向かわせることができるため、所定の磁力にて伝達可能なトルクが大きくなる。
【００３２】
　キャリア媒体が血液に移行するのを確実に防ぐため、２つのカップリング部は密閉状に
分離されていることが好ましい。このような密閉分離は、たとえば磁気カップリングの２
つのカップリング部間に、非磁性および非導電性の密閉壁を設けることで得られる。特に
、少なくともカップリング部の１つを実質的に非磁性および非導電性のハウジングに収納
することで、ハウジングの磁性反転および／またはハウジングに発生する過電流による損
失を防ぐことができる。
【００３３】
　本発明の利点が特に生かされる用途は、交換対象物質がＣＯ２である、血液からのＣＯ

２除去用途である。この場合、キャリア液は、３７℃で１００ｍｌ中少なくとも１４０ｍ
ｌのＣＯ２溶解度、特に、少なくとも１８０ｍｌのＣＯ２溶解度を有することができる。
これに比べ、動脈血のＣＯ２溶解度（物理的溶解）は、圧力４０ｍｍＨｇ（約５３３２．
８８Ｐａ）で約２．６ｍｌ／１００ｍｌであり、９０ｍｍＨｇ（１１９９８．９８Ｐａ）
では約０．３ｍｌ／１００ｍｌである。
【００３４】
　キャリア液は、特に特定のタンパク質またはグルコース誘導体を混入させたパーフルオ
ロカーボンまたはアルブミン溶液および／または電解質溶液、または、イオン交換体、活
性炭、またはその他吸着体により別途処理済みの市販の透析液とすることができる。
【００３５】
　好ましくは、本発明を、キャリア媒体として透析液とともに用いることができる。透析
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液は、様々な電解質および重炭酸塩を生理的細胞外液と同一の濃度で含む脱塩水からなる
、または含む。作動中は、（原子質量単位ダルトンに関し５～１５キロダルトン（ｋＤａ
）未満の）低分子物質（尿毒素、電解質）を透過させる半透膜に沿って血液と透析液を逆
流させることができる。これにより、電解質はそのままで過剰な尿毒素についてのみ、濃
度勾配を最大とすることができる。さらに別の液体を分離する必要がある場合は、圧力勾
配を生成して、血液から溶液を押し出すことができる。したがって本発明をたとえば重金
属中毒やアルコール中毒のケースで使用することができる。
【００３６】
　血液とのＣＯ２交換または血液からのＣＯ２除去に関しては、パーフルオロカーボンが
キャリア液として特に好ましいことが分かっている。つまり、キャリア液は、生理的条件
下かつ周囲温度にて液状であるパーフルオロカーボン（ＰＦＣ）類であることが好ましい
。ＰＦＣは、血液の１０倍のＣＯ２受容容量を有する（ＣＯ２溶解度はＰＦＣで２１０ｍ
ｌ／ｄｌ、Ｏ２溶解度は５３ｍｌ／ｄｌ）。パーフルオロカーボンの他には、特に、その
他の血液代替物、たとえばヘモグロビンベースの酸素キャリアが適している。好適なパー
フルオロカーボン類はさらに、表面張力が小さく、拡張係数が高いために物体表面上で拡
がりやすい。前記特性と、ＣＯ２輸送上の大きな可能性から、前記の液体は特に、低血流
量で自発的または機械的補助による換気中に呼吸運動を楽にするために、連続して形成さ
れる特に二酸化炭素の一部を除去するために中空糸膜を通過させて使用するのに適してい
る。したがって、中空糸膜は、効率良いＣＯ２輸送のために利用可能な交換面積が最小と
なるよう設計されることが好ましく、これは、通常体重で血流量が約３００ｍｌ／分（従
来技術ではカテーテルを通して、本発明では接触等価時間のみ）の患者の場合、少なくと
も０．８４ｍ２程度の大きさとなる。
【００３７】
　タンパク質に結合した毒素の交換には、好ましくは、キャリア液がアルブミンを含んで
もよい。この場合、本発明はアルブミン透析を行うのに用いることができる。この場合に
用いられる膜はアルブミンに結合した毒素のみを透過させ、また、水溶性の低分子を透過
させる。毒素の濃度勾配は、血液循環側の方が、アルブミンを含むキャリア液側より高い
。濃度勾配と、アルブミン結合毒素に対する膜の透過性から、前記毒素は膜を通過し（拡
散）キャリア液中の遊離アルブミンに結合する。回路を介して、アルブミンは毒素ととも
に透析側で別々の解毒ステーションに移動することができる。第１解毒ステーションとし
てたとえば、水に溶解している分子（毒素）を濾し取り電解質レベルを調べる完全透析装
置を設けることができる。第２解毒ステーションとしてたとえば、非アニオン性毒素を濾
過する活性炭フィルタを設けることができる。アニオン性毒素はアニオンフィルタを経て
回路外に排出することができる。このようにして浄化されたアルブミンは再び膜において
毒素を吸収することができる。したがってアルブミンは血液循環側で再び遊離状態となり
新たな毒素を輸送することができる。こうして血液は解毒される。上述のように再処理す
る代わりに、アルブミンを含むキャリア液は膜を通過後に廃棄してもよい。
【００３８】
　さらに、特殊キャリア液（たとえば透析液、生理食塩水）を調合または混合し、たとえ
ば電解質障害（高カリウム血症）治療、または、血中グルコース、病的グルコース分子（
糖原病治療用）、脂質（脂質異常症治療用）、尿素またはクレアチニンの輸送、または一
般にアフェレシス療法に用いることができる。この場合、膜はたとえば、各物質の交換用
に特定して構成された半透膜を用いることができる。パーフルオロカーボン以外に特に好
適なキャリア液としては、特にアルブミン溶液および／または電解質溶液、あるいはイオ
ン交換体、活性炭またはその他の吸着体により別途処理済みの市販の透析液がある。
【００３９】
　本発明はたとえば、膜を通して血液がキャリア液からインスリンを吸収し、キャリア液
にグルカゴンを渡す、人工膵臓として使用することができる。膜はたとえばポリウレタン
製とすることができる。
【００４０】
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　上述のキャリア液を使用すれば、本発明により、連続的に生成される二酸化炭素の一部
を液、特にパーフルオロカーボンを介して除去し、自発的または機械的換気中の呼吸動作
を楽にして、高炭酸症を予防することができる。パーフルオロカーボンはＣＯ２だけでな
くすべての呼吸ガス、すなわちＯ２、Ｎ２、およびＮＯに対し高い溶解度を示す。したが
って、膜におけるガス交換面積は従来の血管内膜型人工肺で求められるほど大きくなくて
よい。これにより、カテーテルを、従来の透析用カテーテルまたは単一ポートＥＣＭＯカ
テーテルのサイズで実現することができる。従来の血管内膜型人工肺でこれまで用いられ
てきた酸素よりはるかに高いガス結合容量を有する液状パーフルオロカーボンを使用する
ことにより、効率の良いＣＯ２除去を保証するための、同等品質のガス結合効果を得るの
に必要な膜と血液間の接触面積は格段に小さくなる。
【００４１】
　さらに、本発明は、脱共益物質を含むキャリア液とともに用いることができる。一般に
、毒素は、毒素よりタンパク質または脂質の特定結合部位と高い親和性を有する物質によ
り置換され得る。前記物質は脱共益物質と呼ばれる。脱共益物質としては基本的には生理
的物質が好ましいが、必要であれば、毒物学上安全と考えられる非生理的物質を用いるこ
ともできる。前記物質は毒素の結合部位に対して高い特定の結合親和性を有するため、化
学平衡に変化が起こり毒素が解放される。解放された毒素はついで、血液または血液成分
から除去することができる（酵素的吸着的膜作用）。
【００４２】
　解放された毒素をキャリア液から除去するには、限外濾過法を用いるのが好ましい。こ
の場合、複数成分を含む溶液を分子量に従って分離することができる。前記処理は特に低
分子物質の分離に適している。排除限界、すなわち約９０％まで残留する物質の分子量は
、選択する膜により規定される。ここでは膜の２つの側間の圧力差が駆動力となる。得ら
れる限外濾過液は低分子物質、すなわち概して毒素を主に含む。ただし濾過液には少量の
タンパク質（約１％）が含まれる場合もある。限外濾過および透析では、一回きりの通過
と再循環とは区別されなければならない。
【００４３】
　カテーテルの膜に関しては、膜が、少なくとも交換対象物質を透過する選択的透過膜で
あると好ましい。用途によって、特に、交換対象物質とキャリア液とによって、膜の設計
、素材および構造を相応に適応させることができる。素材として適切なのは、たとえば親
水性または親水化したコポリマーと親水性ポリマーの混合物である。詳しくは、膜素材と
して、ポリエチレン、熱可塑性ポリウレタン、ポリスルホン（ＰＳＵ）、ポリエーテルス
ルホン（ＰＥＳ）、ポリアクリルエーテルスルホン（ＰＡＥＳ）、ポリビニルピロリドン
（ＰＶＰ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアクリ
ルニトリル（ＰＡＮ）、および／またはエチレンビニルアルコールコポリマー（ＥＶＯＨ
）からなる群、ならびに、セルロース、三酢酸セルロース（ＣＴＡ）、または硝酸セルロ
ースのうち、１または複数の成分を用いた混合物を用いることができる。実質的にＰＳＵ
またはＰＳＥのみからなる膜、実質的にＰＥＳ、ＰＶＰおよびＰＡ（ＰＥＰＡ）の混合物
からなる膜、または、実質的にＰＡＥＳ、ＰＶＰおよびＰＡの混合物からなる膜を用いる
のが好ましい。膜の細孔サイズは０．０１μｍ～０．１μｍとすることができる。さらに
、膜をたとえばヘパリンでコーティングしてもよい。
【００４４】
　膜が中空糸膜であると、小さな空間で特に大きな接触面積を得ることができる。ここで
は、実際の接触面は中空糸または毛細管の壁により形成される。中空糸膜は２０，０００
本もの毛細管または中空糸を備えることができる。個々の中空糸の直径は０．０１ｍｍ～
１ｍｍ、特に、０．１～０．５ｍｍである。物質交換用の接触面を形成する膜の全表面は
０．０１ｍ２から１０ｍ２にも達し、好ましくは０．１ｍ２～１ｍ２である。中空糸の素
材は上述の成分のうち１または複数からなることができ、なかでもＰＭＰ（ポリメチルペ
ンテン）が好ましい。本発明を実施する上で、また該当する場合は作動中にカテーテルを
通し血液を搬送するにあたり、細金加工を施した中空糸膜を、カテーテル保護シース内に
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収容することができる。大きな接触面による流路抵抗は、少なくとも部分的に搬送装置に
より相殺することができる。
【００４５】
　また、好ましい膜素材として、ナノカプセルまたはマイクロカプセルを含むか、または
これらのカプセルを用いて製造してもよい。ナノカプセルは、ポリアクリレートなどのポ
リマー、好ましくはポリ（シアノアクリル酸ｎ－ブチル）（ＰＡＣＡ）、およびポリ（ラ
クチドコグリコリド）（ＰＬＧＡ）、アルブミンから、界面重合により製造することがで
きる。このようなナノカプセルは壁厚が３～２０ｎｍと非常に小さいという特徴がある。
これらにパーフルオロカーボン（ＰＦＣ）を充填することができる。これに代えてまたは
これに加えて、ナノカプセル製造中に、磁性粒子や蛍光染色剤（たとえばナイルレッド）
を加えることで、特定や識別をやり易くすることができる。（Ｄｅｌｐｈｉｎｅ　Ｍｏｉ
ｎａｒｄ‐Ｃｈｅｃｏｔ、Ｙｖｅｓ　Ｃｈｅｖａｌｉｅｒ、Ｓｔｅｐｈａｎｉｅ　Ｂｒｉ
ａｎｃｏｎ他、「エマルション拡散法によるナノカプセル形成のメカニズム」、Ｊｏｕｒ
ｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ３１７（
２００８）４５８‐４６８；Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｅｒｄｍａｎｎ、Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ
　Ｍａｙｅｒ、「ポリ（アルキルシアノアクリレート）ナノカプセルの浸透特性」、Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ４７
８（２０１６）３９４‐４０１）
【００４６】
　マイクロカプセルはたとえばシリコン、特に、Ｓｅｍｉｃｏｓｉｌ　９４９ＵＶなどの
紫外線硬化シリコンから、ダブルキャピラリ法により製造することができる。かかるマイ
クロカプセルは、シリコン製外殻と内容物とからなる。内容物は、炭酸ナトリウム、炭酸
カリウム、炭酸マグネシウム、塩化ナトリウム、生理食塩水、またこれら材料の混合物を
含むことができる。内容物はさらに、炭酸脱水酵素または、サイクレン亜鉛（ＩＩ）錯体
などの化学的等価物を含むことができる。内容物はさらに、キャリア媒体に収容される（
上で定義した）ＰＡＣＡナノカプセルからなっていてもよい。さらに、マイクロカプセル
の内容物は、実質的に純パーフルオロカーボンまたはＰＦＣエマルションからなっていて
もよい。蛍光染色剤をカプセル素材および／または内容物に加えてもよい。さらに、たと
えば、物質の飽和度を監視可能にするために、ｐＨ値の変化を色の変化で表すカラー指示
薬（たとばチモールブルー）を内容物に加えてもよい。（Ａ．Ｓ．Ｕｔａｄａ、Ｅ．Ｌｏ
ｒｅｎｃｅａｕ、Ｄ．Ｒ．Ｌｉｎｋ、Ｐ．Ｄ．Ｋａｐｌａｎ、Ｈ．Ａ．Ｓｔｏｎｅ、Ｄ．
Ａ．Ｗｅｉｔｚ、「マイクロキャピラリ装置から生成される単分散ダブルエマルション」
、ＳＣＩＥＮＣＥ　ＶＯＬ　３０８　２２　ＡＰＲＩＬ　２００５；Ｊｏｈｎ　Ｊ．Ｖｅ
ｒｉｃｅｌｌａ、Ｓａｒａｈ　Ｅ．Ｂａｋｅｒ＊、　Ｊｏｓｈｕａｈ　Ｋ．Ｓｔｏｌａｒ
ｏｆｆ他、「二酸化炭素捕捉のためのカプセル化した液体吸着剤」、ｎａｔｕｒｅ　ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、２０１５、ＤＯＩ：１０．１０３８／ｎｃｏｍｍｓ７１２４
）
【００４７】
　かかるナノカプセルおよび／またはマイクロカプセルは、たとえば、ポリメチルペンテ
ン（ＰＭＰ）、ポリプロピレン（ＰＰ）またはシリコンなどの膜素材の表面に、ポリマー
、シアノアクリレート、シリコン（Ｌｏｃｔｉｔｅなど）により接着することができる。
これにより、キャリア材とカプセル間に化学結合が形成されて表面拡大に寄与し、最小限
の乱流により拡散境界層が切断される。同様に、本願カテーテルの膜にナノカプセルおよ
び／またはマイクロカプセルを設けることができる。
【００４８】
　これに代えてまたはこれに加えて、かかるナノカプセルおよび／またはマイクロカプセ
ルを、たとえば混合または攪拌により、シリコンなどの既存のポリマーに導入してもよい
。カプセルは基材中に拡がり、たとえばＰＦＣが充填された空隙を形成し、基材の浸透性
を高める。あるいは、ナノカプセルおよび／またはマイクロカプセルを２枚のポリマー（
好ましくはＳｉｌｐｕｒａｎなどのシリコン）薄膜間で挟んでもよい。これにより発泡箔
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が形成される。こうするとカプセルの安定性が高まる。このようにして製造された材料は
、特に、本願カテーテルの膜としての使用に適している。
【００４９】
　さらに、ナノカプセルおよび／またはマイクロカプセルを、たとえばポリマー、シアノ
アクリレート、シリコン（Ｌｏｃｔｉｔｅなど）により互いに結合して、箔または中空小
チューブの製造に用い、これら箔または中空小チューブを本願カテーテルの膜として用い
てもよい。
【００５０】
　本発明に係る装置は特に、たとえば腕および脚の静脈での低侵襲性用途に適している。
この点について、本発明に係る装置の寸法は、カテーテル技術で用いられる（たとえば外
径が２．３～１２．７ｍｍまたは７～４０Ｆｒ）寸法に従う。静脈での用途用の設計が好
ましく、装置の外径が１０ｍｍ以下、好ましくは８．７ｍｍ以下、特に８．０ｍｍ以下で
あると特に実用に適していることが立証済みである。本発明に係る装置の長さもまた標準
的静脈カテーテル形式に従い、（血管内で）約１００～４００ｍｍ、特に、１５０～２５
０ｍｍである。外側に用いる素材についても同様で、ここでも、カテーテル技術ですでに
知られている材料が用いられる。
【００５１】
　ただし流路抵抗、ひいては、完全相殺に必要な搬送装置の出力を低く抑えるためには、
中空糸膜の繊維のほとんどがカテーテルの長手方向に対しほぼ平行に配されているとよい
。ここで、カテーテルの長手方向は当然、作動中にカテーテルを囲む血管内での主な血流
方向に一致する。
【００５２】
　膜、特に中空糸膜を、折り畳むことで、キャリア媒体の入口と出口をカテーテルの同じ
側、好ましくは先端に設けることが簡単にできる。カテーテルの反対側（基端）で１８０
°折ることで、中空糸の両端をカテーテルの同一端に位置させることができる。
【００５３】
　（膜は別として）キャリア液のリザーバが閉じられた使い捨てのカテーテルの使用も基
本的には可能であり本発明の利点を得ることもできるが、カテーテルは、キャリア液の入
口と出口を有しこれらが体外交換装置に接続されて、交換装置とともに循環または回路シ
ステムを形成し、該循環システムがキャリア液搬送用のポンプを備えていることが好まし
い。この場合、ダブルルーメンカテーテルを指す。このような交換装置および循環または
回路システムは基本的に知られており、特に肺機能補助用途（ＥＣＭＯ、ＥＣＣＯ２Ｒ）
や透析用途などが挙げられる。
【００５４】
　肺機能補助としての用途では、交換装置が膜型人工肺であると好ましい。交換装置では
また、たとえば活性炭吸収体または樹脂吸収体などの吸収体（β２ミクログロブリン、リ
ウマチ因子、脂質、免疫グロブリン、またはエンドトキシン除去用）を用いてもよく、ま
た拡散、限外濾過、および／またはキャリア媒体からの物質対流用の膜装置、または、そ
の他フィルタ装置であってもよい。
【００５５】
　かかる装置はカテーテルと体外交換装置をともにキットで利用でき、キットがさらに、
カテーテルおよび交換装置間でキャリア液の輸送を行うためにカテーテルおよび交換装置
に接続される少なくとも１本のチューブを備えることが好ましい。この場合チューブは少
なくとも２つの流路または通路を有し、カテーテルにキャリア液を供給する流入路および
カテーテルからキャリア液を排出する流出路が設けられることが好ましい。
【００５６】
　キット内の交換装置が持ち運び可能で、好ましくは携行手段を備えていると、特に簡単
で連続的使用が容易になる。携行手段としてはたとえば、リストストラップや、ベルトま
たはその他の衣服部位に取りつけるための締結部材を設けることができる。
【００５７】
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　本発明に係る方法に関して、診断目的で取り出す物質が疾患指標であると好ましい。こ
れには、（抗体など）存在そのもの、またはその量（炎症性タンパク質、サイトカイン、
補体因子など）が疾患またはその経過に相関する内因性物質も含まれ、特に、たとえば、
少なくとも病原体または少なくとも抗体、体に毒性の物質（たとえばグルコースまたは生
理的範囲を超えたカリウム、カルシウムなどの電解質）、別途体外に排泄できない物質（
グルコース、銅などの蓄積症）、または、質または量が一般に疾患の経過に相関する内因
性物質、特に、少なくともある疾患に特有のタンパク質、または疾患の経過により生成さ
れる物質（たとえば補体、サイトカイン、インターロイキン、または抗体）が含まれる。
物質がたとえばグルコースの場合、本方法はたとえば血中グルコースを計測する診断方法
の一部をなすことができる。
【００５８】
　以下、本発明による装置および方法の好ましい実施形態およびそれらの好ましい組み合
わせについて説明する。
　１．血管内で使用するカテーテルを備える装置であって、前記カテーテルは送血口と脱
血口とを有し、膜を備え、前記膜の第１側はキャリア媒体に接触しており、前記膜は、作
動中に前記送血口を介して前記カテーテル内に流入する血液の少なくとも一部が、前記血
液が前記脱血口を介して前記カテーテルから流出する前に、前記膜の前記第１側に対向す
る前記膜の第２側に接触するように前記カテーテル内に配され、前記膜によって少なくと
も１つの交換対象物質が前記キャリア媒体と前記血液との間で交換可能であり、前記カテ
ーテルは、前記送血口と前記脱血口間の作動中の圧力差を少なくとも部分的に相殺するよ
う構成された搬送装置を備え、前記キャリア媒体が、前記交換対象物質が溶解可能なキャ
リア液であることを特徴とする装置。
　２．前記搬送装置が、トルクを生成するための駆動部およびトルクを伝達するために前
記駆動部に接続されたポンプロータを備えることを特徴とする、実施形態１に記載の装置
。
　３．前記駆動部が電気モータを備えることを特徴とする、実施形態２に記載の装置。
　４．前記駆動部が、作動中に前記キャリア媒体が周囲を流れるタービン部材を備えるこ
とを特徴とする、実施形態２に記載の装置。
　５．前記ポンプロータが磁気カップリングを介して前記駆動部に接続され、前記磁気カ
ップリングが、回転軸に沿って前記トルクを伝達するために２つのカップリング部を備え
、前記カップリング部は互いに回転可能でありそれぞれが永久磁石を含むことを特徴とす
る、実施形態２～４のいずれか１つに記載の装置。
　６．前記カップリング部のうちの１つが、前記カップリング部の前記永久磁石に回転不
能に接続された少なくとも部分的に強磁性体のガイド部材を備え、前記ガイド部材の一部
分が前記他方のカップリング部の前記永久磁石の径方向外側に配置されることを特徴とす
る、実施形態５に記載の装置。
　７．前記ガイド部材が、前記ガイド部材を少なくとも２つの強磁性体部分に分割する少
なくとも１つの反磁性分離部を備えることを特徴とする、実施形態６に記載の装置。
　８．前記２つのカップリング部が密閉状に分離されていることを特徴とする、実施形態
５～７のいずれか１つに記載の装置。
　９．前記交換対象物質が二酸化炭素であり、前記キャリア液が、３７℃で１００ｍｌ中
に少なくとも１４０ｍｌのＣＯ２溶解度、特に、少なくとも１８０ｍｌのＣＯ２溶解度を
有することを特徴とする、実施形態１～８のいずれか１つに記載の装置。
　１０．前記キャリア液が、特に特定のタンパク質またはグルコース誘導体を混入させた
パーフルオロカーボンまたはアルブミン溶液および／または電解質溶液である、または、
好ましくはイオン交換体、活性炭、またはその他吸着体により別途処理済みの市販の透析
液であることを特徴とする、実施形態１～９のいずれか１つに記載の装置。
　１１．前記キャリア液が脱共益物質を含むことを特徴とする、実施形態１～１０のいず
れか１つに記載の装置。
　１２．前記膜が、少なくとも前記交換対象物質を透過させる選択的透過膜であることを
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特徴とする、実施形態１～１１のいずれか１つに記載の装置。
　１３．前記膜が中空糸膜であることを特徴とする、実施形態１～１２のいずれか１つに
記載の装置。
　１４．前記中空糸膜の中空糸の大半が、前記カテーテルの長手方向に実質的に平行に配
されることを特徴とする、実施形態１３に記載の装置。
　１５．前記膜が折り畳まれていることを特徴とする、実施形態１～１４のいずれか１つ
に記載の装置。
　１６．ナノカプセルまたはマイクロカプセルが前記膜の表面に結合されていることを特
徴とする、実施形態１～１５のいずれか１つに記載の装置。
　１７．前記膜がナノカプセルまたはマイクロカプセルを備え、前記ナノカプセルまたは
前記マイクロカプセルが、カプセル以外は均質のキャリア材中に埋設されているか、また
は前記膜が、互いに結合したナノカプセルまたはマイクロカプセルからなることを特徴と
する、実施形態１～１６のいずれか１つに記載の装置。
　１８．前記カテーテルが前記キャリア液の入口および出口を有し、これらが体外交換装
置に接続されて前記交換装置とともに循環システムを形成し、前記循環システムが前記キ
ャリア液を搬送するためのポンプを有することを特徴とする、実施形態１～１７のいずれ
か一項に記載の装置。
　１９．前記交換装置が膜型人工肺であることを特徴とする、実施形態１８に記載の装置
。
　２０．実施形態１８または１９のいずれか１つに記載の装置と、前記カテーテルと前記
交換装置との間のキャリア液輸送用に前記カテーテルおよび前記交換装置に接続される少
なくとも１本のチューブと、を備えるキット。
　２１．前記交換装置が、好ましくは携行手段により携帯可能な交換装置であることを特
徴とする、実施形態２０に記載のキット。
　２２．血管内で使用するカテーテルを備える装置であって、前記カテーテルは送血口と
脱血口とを有し、膜を備え、前記膜の第１側がキャリア媒体を受容するためのルーメンを
画定しており、前記膜は、作動中に前記送血口を介して前記カテーテル内に流入する血液
の少なくとも一部が、前記血液が前記脱血口を介して前記カテーテルから流出する前に、
前記膜の前記第１側に対向する前記膜の第２側に接触するように前記カテーテル内に配さ
れ、前記膜によって、作動中に少なくとも１つの交換対象物質が前記ルーメン中に受容さ
れるキャリア媒体と前記血液との間で交換可能であり、前記交換対象物質が溶解可能なキ
ャリア液を受容する前記ルーメンがキャリア媒体として設計され、前記膜によって、作動
中に前記キャリア液と前記血液との間で交換可能であることを特徴とする装置。
　２３．前記膜が液体に適した膜であることを特徴とする、実施形態２２に記載の装置。
　２４．特に特定のタンパク質またはグルコース誘導体を混入させたパーフルオロカーボ
ンまたはアルブミン溶液および／または電解質溶液、または、好ましくはイオン交換体、
活性炭、またはその他吸着体により別途処理済みの市販の透析液を、キャリア液として、
これとともに用いられるよう前記膜が設計されることを特徴とする、実施形態２２または
２３に記載の装置。
　２５．前記カテーテルは、前記送血口および前記脱血口との間の作動中の圧力差を少な
くとも部分的に相殺するよう構成された搬送装置を備えることを特徴とする、実施形態２
２～２４のいずれか１つに記載の装置。
　２６．血管内で使用するカテーテルを備える装置であって、前記カテーテルは送血口と
脱血口とを有し、膜を備え、前記膜の第１側はキャリア媒体に接触しており、前記膜は、
作動中に前記送血口を介して前記カテーテル内に流入する血液の少なくとも一部が、前記
血液が前記脱血口を介して前記カテーテルから流出する前に、前記膜の前記第１側に対向
する前記膜の第２側に接触するように前記カテーテル内に配され、前記膜によって少なく
とも１つの交換対象物質が前記キャリア媒体と前記血液との間で交換可能であり、前記キ
ャリア媒体が、前記交換対象物質が溶解可能なキャリア液であることを特徴とする装置。
　２７．除去すべき物質が、前記装置の前記カテーテルの前記膜を通じて交換されるべき
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前記交換対象物質である、実施形態１～２６のいずれか一項に記載の装置またはキットを
用いて診断目的で静脈血から少なくとも１つの物質を除去する方法。
　２８．前記除去すべき物質が疾患指標、特に、少なくとも病原体、少なくとも抗体、人
体に毒性を有する物質、その他方法で人体から排泄不可能な物質、質または量が疾病の経
過と相関する内因性物質、特に、少なくともある疾病に特有のタンパク質、または疾病の
経過により生成される物質である、実施形態２７に記載の方法。
　２９．実施形態１～２６のいずれか１つに記載の装置またはキットを用いて、血液内外
間で少なくとも１つの物質を代替または交換することによる人または動物の体の治療方法
。
　３０．液状キャリア媒体を用いる実施形態２２～２５のいずれか１つに記載の装置の使
用。
　３１．前記液状キャリア媒体が、特に特定のタンパク質またはグルコース誘導体を混入
させたパーフルオロカーボンまたはアルブミン溶液および／または電解質溶液である、ま
たは、好ましくはイオン交換体、活性炭、またはその他吸着体により別途処理済みの市販
の透析液であることを特徴とする、実施形態３０に記載の使用。
　３２．前記液状キャリア媒体が脱共益物質を含むことを特徴とする、実施形態３０また
は３１に記載の使用。
【００５９】
　以下、添付の図面を参照して本発明を特に好ましい実施形態に関しさらに説明するが、
本発明はこれらの実施形態には限られない。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】側面の送血口および中心に配される中空糸膜を有する血管内カテーテルを備える
装置の縦側断面を概略的に示す。
【図２】中央の血流路、側方に配される中空糸膜、および基部側還流ルーメンを有する血
管内カテーテルを備える装置の縦側断面を概略的に示す。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿うカテーテル断面を概略的に示す。
【図４】中央の血流路および側方に配される中空糸膜を有し、基部側還流ルーメンを有さ
ない、血管内カテーテルを備える装置の縦側断面を概略的に示す。
【図５】モータ駆動の搬送装置を血流路の先端に備える図４の装置の縦側断面を概略的に
示す。
【図６】側方に配される中空糸膜、側面の送血口、およびタービン駆動の搬送装置をカテ
ーテルの先端に有する、血管内カテーテルを備える装置の縦側断面を概略的に示す。
【図７】捻れ中空糸膜を備える血管内カテーテルのさらなる設計変形例を示す。
【図８】図１～図７のいずれか１つのカテーテルとともに使用する体外循環システムを概
略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
　図１は、血管内カテーテル２を備える装置１を概略縦断面図で示す。カテーテル２は静
脈に通されて、下大静脈または上大静脈内に位置されるよう設けられる。カテーテル２は
原則として通常の設計とすることができ、その利用または用途に必要とされる特性を有す
る。カテーテル２はカテーテルチューブ３を備える。カテーテルチューブ３は弛緩状態で
実質的に円形の横断面を有する。カテーテルチューブ３の直径は静脈に適合したもので、
特に、カテーテルを使用する静脈の直径より小さい。カテーテルチューブ３は、一般にカ
テーテルに使用される弾性材、たとえば生体適合性を有するポリウレタンからなる。カテ
ーテルチューブ３内には膜４’、特に、中空糸膜４が、カテーテルチューブ３の長手方向
にわたって配される。説明を簡単にするために中空糸膜４は１本の中空糸５のみとして示
しているが、実際は、最初で述べた好適な膜素材からなる複数の半透性中空糸からなる。
以下で中空糸５の機能を説明する場合、それぞれの説明は、中空糸膜４のその他の各中空
糸にも同様に当てはまるものである。中空糸膜４は、カテーテル２の先端６でキャリア液
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入口７を介してキャリア液を中空糸膜４内に導入し、前記キャリア液が中空糸膜４の中空
糸５内を通って、キャリア液出口８を介して排出されるよう設計されている。したがって
キャリア液は、入口７および出口８間で中空糸膜４またはその中空糸５内を通過する。し
たがって、中空糸５の内側が、キャリア液と接触する中空糸膜４の第１側を形成する。中
空糸５の端部９は、接続領域１０において埋設材１１により固定され、たとえばエポキシ
樹脂である埋設材１１に接続される。中空糸５はカテーテルの基端１２領域に屈曲部１３
を有することで、入口７と出口８との間でループ状に連続的に延びている。
【００６２】
　血管内カテーテル２はまた、血液がその周りを流れ、またその中を通ることができるよ
うに設計される。この目的のために、カテーテルチューブ３は、先端６の接続領域１０の
すぐ外側に、少なくとも１つの側面送血口１４を有する。カテーテルチューブ３は基端１
２では開放しており、開口が脱血口１５を形成している。カテーテル２内およびカテーテ
ル２に流出入する血液の流れを矢印１６で示している。これについて、血液は、側面送血
口１４から中空糸膜４の中空糸５周りを流れ、作動中に送血口１４を介してカテーテル２
内に流入する血液の少なくとも一部が、中空糸５の外側と接触する。この外側が、中空糸
膜４の第１側の反対側である第２側を形成する。中空糸５の材質により、中空糸５および
中空糸膜４全体が、少なくとも１つの交換対象物質を中空糸５内のキャリア液と中空糸を
囲む血液との間で交換することができる。
【００６３】
　入口７および出口８は、接続領域１７にて供給チューブ１８に接続される。供給チュー
ブ１８は同軸の内側チューブ１９を有する。図１に示す実施形態では、内側チューブ１０
内に形成される流路がキャリア液の供給路２０として機能し、内側チューブ１９と、供給
チューブ１８の外ジャケットとの間に形成される流路がキャリア液の排出路２１として機
能する。供給チューブは、接続領域１７にて、たとえばポリウレタンである弾性接続材２
２によりカテーテル２に接続される。
【００６４】
　図２および図３は、中央血液路２４を有する血管内カテーテル２３を備えた装置２２の
さらなる実施形態を概略的に示す。１本のカテーテルチューブ２５を有するカテーテル２
３の基本設計は、以下で説明する相違点以外は図１を参照して説明したカテーテル２およ
びカテーテルチューブ３と同様である。
【００６５】
　中央血液路２４はカテーテル２３の中央で長手軸に沿って、開放流路として延びている
。したがって血液路２４はカテーテル２３の先端２７における中央送血口２６と、カテー
テル２３の基端２９における中央脱血口２８とをカテーテルチューブ２５と平行に接続す
る。
【００６６】
　カテーテル２３内には実質的に円筒形の中空糸膜３０が配され、半透性の中空糸３１、
３２が中央血液路２４周りに、長手方向に延びるカテーテル２３に実質的に平行に配され
る。説明を簡単にするために中空糸膜３０は２本の中空糸３１、３２のみとして示してい
るが、実際は、最初で述べた好適な膜素材のうちの１つからなる複数の半透性中空糸から
なる。第１中空糸３１は、カテーテル２３の先端２７において供給チューブ３４の供給路
３３に接続される。第２中空糸３２は、カテーテル２３の先端２７において供給チューブ
３４の排出路３５に接続される。以下で第１または第２中空糸３１、３２の機能を説明す
る場合、それぞれの説明は、中空糸膜３０の、第１中空糸３１に対応するその他の中空糸
３０すべての第１部分、または、第２中空糸３２に対応するその他の中空糸膜３０すべて
の第２部分にも同様に当てはまるものである。
【００６７】
　図１のカテーテル２と同様に、すべての中空糸３１、３２の第１端はカテーテル２３の
先端２７にある第１円環状接続領域３６内に埋設材３７により固定され、たとえばエポキ
シ樹脂である埋設材３７に接続されている。カテーテル２３の基端２９ではすべての中空
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糸３１、３２の第２端が第２円環状接続領域３８内でやはり埋設材３９により固定され、
たとえばエポキシ樹脂である埋設材３９に接続されている。中空糸３１、３２は第２端で
、カテーテル２３の先端２９でカテーテルチューブ２５内の円環状流路として形成される
還流ルーメン４０に接続される。したがって中空糸膜３０は、入口４１を介しカテーテル
２３の先端２７で中空糸膜３０中に導入されたキャリア液が、中空糸膜３０の第１中空糸
３１を通り、カテーテル基端２９で還流ルーメン４０に移って第２中空糸３２に案内され
、第２中空糸３２を通って出口４２から排出されるように設計される。
【００６８】
　したがって、中空糸３１、３２の内側が、キャリア液と接触する中空糸膜３０の第１側
を形成する。カテーテル２３内およびカテーテル２３に流出入する血液の流れを矢印４３
で示している。これについて、血液は、中央血流路２４から中空糸膜３０の中空糸３１、
３２周りを流れ、作動中に送血口２６を介してカテーテル２３内に流入する血液の少なく
とも一部が、中空糸３１、３２の外側と接触する。この外側が、中空糸膜３０の第１側の
反対側である第２側を形成する。中空糸３１、３２の材質により、前記中空糸および中空
糸膜３０全体が、少なくとも１つの交換対象物質を中空糸３１、３２内のキャリア液と中
空糸を囲む血液との間で交換することができる。
【００６９】
　図４はカテーテル４４を備える本発明に係る装置の別の設計変形例を示す。１本のカテ
ーテルチューブ４５を有するカテーテル４４の基本設計は、以下で説明する相違点以外は
図１～３を参照して説明したカテーテル２または２３と同様である。
【００７０】
　上述のカテーテル２、２３に対して、図４のカテーテル４４では、カテーテルの膜４’
を形成する中空糸膜４６が、図２と同様に中央血液路２４周りに円筒状に配されるが、個
々の中空糸４７、４８が図１のようにループ状に形成され、カテーテル４５の基端４９の
領域で屈曲部１３を有している。したがって中空糸膜４６の構成は、円筒を半分の高さで
外側に折り返したものに相当する。中空糸４７、４８の端部５０、５１は、円環状接続領
域５２において埋設材５３により固定され、たとえばエポキシ樹脂である埋設材５３に接
続される。中空糸４７、４８の、カテーテル４５の長手方向中心軸に対して径方向内側に
ある端部５０は、中空糸膜４６の円環状キャリア液入口５４へ連通している。同様に、中
空糸４７、４８の、カテーテル４５の長手方向中心軸に対して径方向外側にある端部５１
は、中空糸膜４６の、前記入口５４の径方向外側に同心状に配される円環状キャリア液出
口５５へ連通している。中空糸膜４６の入口５４は供給チューブ５７の供給路５６に接続
されている。中空糸膜４６の出口５５は供給チューブ５７の排出路５８に接続されている
。その他は、供給チューブ５７は図１の供給チューブ１８と同様に設計される。
【００７１】
　図示例では、供給チューブ５７の流路５６、５８は、円環状入口５４および円環状出口
５５の、径方向に対向する２カ所が終端であり、供給チューブ５７は接続領域５９にて２
本の分岐チューブ６０に分岐している。入口５４を介して中空糸膜４６中に導入されたキ
ャリア液は、カテーテル４５の長手方向と平行に中空糸膜４６の中空糸４７、４８内を通
って中空糸４７、４８の屈曲部１３に到り、カテーテルの先端６１に戻って出口５５から
排出される。
【００７２】
　カテーテル４５はその先端６１の、中空糸膜４６の入口５４の径方向内側に、血液路２
４に通じる中央送血口６２を有する。カテーテルチューブ４４は基端４９では開放してお
り、図１と同様に開口が脱血口１５を形成している。カテーテル４５内およびカテーテル
４５に流出入する血液の流れを矢印６３で示している。これについて、血液は、送血口６
２から中空糸膜４６の中空糸４７、４８周りを流れ、作動中に送血口６２を介してカテー
テル４５内に流入する血液の少なくとも一部が、中空糸４７、４８の外側と接触する。重
複する説明を避けるため、血液との物質交換については、図１および図２の各説明および
これらの図に示される膜を参照するものとする。
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【００７３】
　図１～図４で図示および説明した装置は簡略化して搬送装置を省いている。図５および
図６ではそれぞれ搬送装置６４、６５を示し、これらは特に図２および図４に示すカテー
テル２３または４４それぞれの、好適には送血口２６または６２内で用いることができる
。したがって図５および図６ではカテーテル４４を概略的に示すのみであり、カテーテル
４４およびその内部に配される膜の設計および機能については、図１～図４に関する前述
の説明を参照するものとする。
【００７４】
　図５に示す搬送装置はポンプロータ６６および駆動部６７を電気モータ６８の形で備え
る。作動中、電気モータ６８は軸６９を介してポンプロータ６６にトルクを伝える。軸６
９は、電気モータ６８の反対側でステータ７１内にある端部７０により支持される。ステ
ータ７１はカテーテル４４内の接続領域５２で翼部７２により固定される。翼部７２は、
カテーテル４４内に（不図示の）側面送血口を通って流入する血液の（矢印７３で示す）
流れ方向に対しほぼ平行またはやや傾いて配されている。ポンプロータ６６自身も、プロ
ペラ状に配されたブレード７４を備え、ポンプロータ６６が回転する間、ブレード７４間
の血液を軸方向に輸送する。
【００７５】
　作動中、ポンプロータ６６は、駆動部８５’を形成する電気モータ６８により、送血口
付近で血流が加速されてカテーテル４４の先端６１で圧力が過剰に発生するように駆動さ
れる。これについて、得られた過剰な圧力が、送血口と脱血口１５（図５参照）間の圧力
差をちょうど補うように、（不図示の）制御部により電気モータ６８の回転速度が制御さ
れる。これによりカテーテル４４内部の中空糸４７、４８による流路抵抗が効率的に相殺
される。したがって、カテーテル４４のルーメンを通過する血液量は、カテーテルに膜が
なくカテーテルチューブ４５が中空の場合に通過するのと同量となる。
【００７６】
　ステータ７１を固定するため、電気モータ６８は、電気モータをカテーテルチューブ４
４に接続する埋設材７６中に埋設されている。
【００７７】
　図６は搬送装置６５のさらなる好ましい実施形態を示す。搬送装置６５はカテーテル４
４の先端７７を形成している。搬送装置６５は、磁気カップリング７９とポンプステータ
８０間に回転可能に配され軸８１によりポンプステータ８０内に回転可能に支持されるポ
ンプロータ７８を備える。ポンプステータ８０は第１接続リング８３内の側方翼部８２に
より固定される。第１接続リング８３は、中空糸膜４６の中空糸４７、４８が埋設されこ
れに接続される埋設材８４を備え、中空糸４７、４８は第１接続リング８３を軸方向、す
なわちカテーテル４４の長手軸に平行に貫通している。第１接続リング８３は径方向外側
でカテーテル４４のカテーテルチューブ４５に接続されている。
【００７８】
　搬送装置６５はさらに、タービンステータ８６内で軸８７周りを回転可能に支持された
駆動部８５’としてのタービン部材８５を備える。軸８７は、タービン部材８５を磁気カ
ップリング７９、特に駆動側カップリング部８８に接続する非回転接続部を形成する。タ
ービンステータ８６は駆動側カップリング部８８と、タービンロータとして機能するター
ビン部材８５との間に配され、軸８７はタービンステータ８６を貫通している。タービン
ステータ８６は側方翼部８９を有し、これにより、供給チューブ９３の内側チューブ９２
の、接続領域９０において拡大している部分９１内で固定されている。同様にタービン部
材８５も拡大部分９１内に配され、このため、供給チューブ９３の供給路９４を通って供
給されるキャリア液９５の流れに晒されている。矢印９５で示すように、キャリア液９５
の流れは供給路９４を出て、タービン部材８５に配されたプロペラ状ブレード９７を介し
て拡大部分９１に入ってトルクを受け、タービンステータ８６の翼部８９を過ぎて中空糸
膜４６の入口５４に到る。
【００７９】
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　中空糸膜４６の円環状入口５４および出口５５は第２接続リング９８において形成され
、この第２接続リングは、図４中の接続領域５２と同様に、中空糸４７、４８の端部５０
、５１が入口５４または出口５５に連通するように埋設される埋設材９９を備えている。
カテーテル４４は、第２接続リング９８と、この第２接続リング９６より基端側の第１接
続リング８３との間に、側面送血口１００を有する。
【００８０】
　磁気カップリング７９は、駆動側カップリング部８８の他にも、同様の出力側カップリ
ング部１０１を備え、同カップリング部はポンプロータ７８に回転不能に接続される。ス
テータ８０、８６の別々の軸８１、８７により回転可能に支持されることから、駆動側カ
ップリング部８８は出力側カップリング部１０１に対して回転可能に支持される。出力側
カップリング部１０１は、ポンプロータ７８の軸８１に回転不能に接続された、出力側２
極永久磁石１０２を備える。駆動側カップリング部８８は、タービン部材８５の軸８７に
回転不能に接続された、駆動側２極永久磁石１０３を備える。出力側永久磁石１０２は、
中空円筒状ジャケットを有する実質的にカップ型のガイド部材１０４に全周を囲まれてい
る。これについて、出力側永久磁石１０２とガイド部材１０４との間にはクリアランスま
たは間隙が設けられ、出力側カップリング部１０１は駆動側カップリング部８８に対し非
接触で連結されている。ガイド部材１０４は主に強磁性体材料からなる。ガイド部材１０
４のジャケットは、（不図示の）反磁性分離部により、ごく僅かな角度領域において中断
されている。同分離部によって、ガイド部材１０４は実質的に２つの強磁性体分割部分ま
たは半分のシェルに分割される。したがって分離部を通る交差面は、ガイド部材１０４に
接続された駆動側２極永久磁石１０３の磁化方向に対して直角である。この結果、分離部
により規定されるガイド部材１０４の強磁性体部分は、駆動側永久磁石１０３によって磁
化される。
【００８１】
　カップリングが非接触であるため、駆動側カップリング部８８と出力側カップリング部
１０１との間には（不図示の）密閉分離部が設けられる。密閉分離部は第２接続リング９
８の径方向内側に密閉状に接続される箔により形成される。
【００８２】
　作動時は、供給されるキャリア液の流れにより、ブレード９７を介してトルクがタービ
ン部材８５に与えられる。タービン部材８５は軸８７を介して磁気カップリング７９の駆
動側カップリング部８８にトルクを伝達する。カップリング部８８、１０１間の磁力によ
り、トルクは駆動側カップリング部８８から出力側カップリング部１０１に伝達される。
伝達可能な最大トルクはこの磁力により規定され、これを上回るとカップリング部８８、
１０１間で「スリップ」が発生する。出力側カップリング部１０１は駆動側カップリング
部８８より与えられたトルクを、軸８１を介してポンプロータ７８に伝達する。ポンプロ
ータ７８は、プロペラ状側方ブレード１０５により、ブレード１０５間の血液を、送血口
１００からカテーテル４４内の血液路２４方向に輸送する。このようにして搬送装置６５
は送血口１００と脱血口２４の基端との間で圧力差を生み出し、好ましくはこの圧力差に
よりほぼ完全に、中空糸膜４６の流路抵抗によるカテーテル４４の基端および先端（図示
せず）間の圧力差が相殺される。ここで、中空糸４７、４８内のキャリア液速度と血液路
２４内の血液流速度との比率が最適となるようタービン部材８５とポンプロータ７８を互
いに調整すると好ましい。
【００８３】
　上述の実施形態では２つの搬送装置６４、６５がそれぞれカテーテル４４の先端２７、
７７領域に配されている。無論、カテーテル４４内のどの位置に配してもよく、予測され
る通り同様の効果を得ることができる。また言うまでもなく、各ステータ、または複数の
ステータ、あるいは単一のステータに関する各ロータ（ポンプロータまたはタービン部材
）の配置は、図示したもの以外にも、本発明に係る機能、すなわち本発明の範囲を逸脱す
ることなく配することが可能である。
【００８４】
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　さらに、中空糸膜に代えて別の種類の膜をカテーテル内で用いることもでき、当業者で
あれば搬送装置６４、６５を、別種の膜の異なる流路抵抗から予測される圧力差に応じて
適合させるであろう。
【００８５】
　図７は、静脈に挿通されて、下大静脈または上大静脈内に位置される血管内カテーテル
１０６の別の設計変形例を示す。カテーテル１０６は原則として通常の設計とすることが
でき、その利用または用途に必要とされる特性を有する。したがって、カテーテル１０６
は、特に円形の断面を有するカテーテルチューブ１０７を備え、チューブの直径は静脈に
適合したもので、特に、静脈の直径より小さい。カテーテルチューブ１０７は、一般にカ
テーテルに使用される弾性材、たとえば生体適合性を有するポリウレタンからなる。カテ
ーテルチューブ１０７内には、透気性であって不透液性の複数の中空糸を有し、最初で述
べた素材のうちの１つ、たとえばポリエチレンや熱可塑性ポリウレタンからなる中空糸膜
を有する中空糸膜モジュール１０８がチューブ１０７長手方向に延びている。中空糸膜モ
ジュール１０８は、カテーテル１０６の先端において中空糸内を流れる媒体を第１カテー
テル接続部１０９を介して中空糸膜１０８中に供給でき、同媒体を第２カテーテル接続部
１１０から排出できるように設計される。したがって、以下で詳述する媒体は、第１カテ
ーテル接続部１０９と第２カテーテル接続部１１０の間で中空糸膜モジュール１０８を通
過する。図７は、第１カテーテル接続部１０９と第２カテーテル接続部１１０の間を、一
種のループ形状でカテーテル内部に沿って延びる中空糸束として設計可能な中空糸膜モジ
ュール１０８の変形例を示す。したがって中空糸の一端は第１カテーテル接続部１０９に
接続され他端は第２カテーテル接続部１００に接続される。中空糸は接続領域において、
エポキシ樹脂などにより固めるまたは互いに接続することができる。ループ状に延びる中
空糸束をさらに捻ってもよい。血管内カテーテル１０６はまた、血液がその周りを流れ、
またその中を通ることができるように設計される。この目的のため、たとえばチューブ１
０７の２つのカテーテル接続部１０９、１１０のすぐ外側に複数の流入孔１１を設けるこ
とができ、また、基端領域に複数の流出孔１１２を設けることができる。
【００８６】
　中空糸膜モジュール１０８は、中空糸の一部では媒体が血流と平行に流れ、中空糸の別
の部分では媒体が血液と反対向きに流れるように設計することができる。図示した実施形
態では２つのカテーテル接続部１０９、１１０が同軸上に位置しているが、中空糸膜モジ
ュール１０８の設計次第で（図１または図２を参照）これらを隣同士に配することもでき
る。さらに、カテーテル接続部１０９、１１０は、一部分で特に同軸上に延びる弾性チュ
ーブに接続される。これらは、第１接続部１０９に接続される供給チューブ１１３と、第
２接続部５に接続される排出チューブ１１４である。
【００８７】
　これまで図１～図７に示して説明したカテーテル２、２３、４４、１０６を、より大き
な装置の一部品として、同装置とカテーテル２、２３、４４、１０６のうちの１つとで、
さらなる体外部品を有する循環または回路システム１１５を形成することができる。図８
はこのような体外部品、すなわちキャリア液を供給チューブ１１８の供給路１１７内へ、
ひいてはこれをカテーテル（図８では図示せず）へ搬送するポンプ１１６を備える実施形
態を概略的に示す。ポンプ１１６は供給チューブ１１８に接続される。さらなる部品とし
て、排出路１２０から流出するキャリア液が導入される人工肺１１９が設けられる。人工
肺１１９は、従来の、ガス供給部１２１およびガス排出部１２２を有する標準的な膜型人
工肺１１９’とすることができる。回路の体外部分にはさらに、たとえばキャリア液を体
温に温める熱交換器１２３が設けられ、また、図示しないが、たとえば圧力測定装置、流
量測定装置、気泡検出器などさらなる部品が設けられる。
【００８８】
　作動中、静脈中において、静脈内で輸送されＣＯ２濃度が高まった血液の大半が、カテ
ーテル１０６の先端と基端間で中空糸膜モジュール１０８に接触する。これについて、特
定用途向けの各キャリア液を中空糸膜モジュール１０８内に送りこむと、中空糸膜モジュ
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ール１０８内でキャリア液の一部は血液と同じ方向に流れ、一部は血流と反対方向に流れ
る。中空糸の表面でたとえば二酸化炭素（ＣＯ２）が血液からキャリア液中に移動する。
ＣＯ２濃度が高まったキャリア液は排出路１２０を経て中空糸膜モジュール１０８および
カテーテル１０６から流出し体外人工肺１１９内に導入され、ここで二酸化炭素が渡され
、任意で、酸素がキャリア液に添加される。簡単な実施形態では、体外人工肺１１９には
外気が供給される。人工肺１１９内でのガス交換過程を経て、液体は外気からも酸素を吸
収するので、中空糸膜モジュール１０８内を流れる血液に酸素が渡される。本発明の別の
実施形態では、人工肺１１９内で供給される酸素容量の範囲内で液体の酸素濃度を高める
ことができる。体温まで温めたキャリア液は再び回路内の中空糸膜モジュール１０８に加
えられる。キャリア液が中空糸膜モジュール１０８を通じて血流と同じ方向および血流と
反対方向に送りこまれることによって、特に中空糸膜モジュール１０８内でのガス輸送効
率が高くなる。
【００８９】
　ＣＯ２交換用途と同様にして、本装置をたとえば血液からエンドトキシンなどの物質を
除去するのに用いることもできる。これについて、キャリア液として相応に適した液体と
して、（たとえば市販の）透析液、または活性炭／イオン交換体／吸着体によりこれを調
整したもの、またはエンドトキシン中和タンパク質（ＥＮＰ）高濃度の等浸透圧液、また
はアルブミンが挙げられる。閉じた循環または回路システムに代えて、透析液をリザーバ
から引いてポンプでカテーテルを通過させ、別のリザーバに溜めて廃棄することができる
。
【００９０】
　さらなる代替例として、閉じた循環システム１１５内に、人工肺１１９に代えてまたは
これに加えて、たとえば吸着フィルタなどのフィルタユニットを設け、交換対象物質をフ
ィルタユニット内でキャリア媒体から分離するようにすることができる。
【００９１】
　本発明に係る装置は患者が持ち歩くことができる携帯用の小型ユニットとして、特に、
体外膜型人工肺１１９に外気が供給されるように設計することができる。本発明に係る装
置はさらに、従来の各体外法で追加装置として、また特に従来の透析回路において、使用
することができる。
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